
水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を
取り扱う場合に添付する書類
産業廃棄物処理業計画書
（産業廃棄物処分業用）
産業廃棄物処分業許可申請書（新規、変更、更新）
（水銀回収義務対象外のものに限る。）

産業廃棄物処理業変更届出書

（中間処理業）
	　※　水銀回収義務の対象となる水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理を行う場合は、個別に相談すること。




処理業計画書（産業廃棄物処分業用）・処分業許可申請書・変更届出書（中間処理）
(１)　水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理施設に関する書類
· 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理設備を説明する資料（処理フロー図、平面図、立面図、断面図、構造図、処理設備カタログ等）を添付してください。
· 「水銀又はその化合物が大気中に飛散しない措置」を説明する資料（建屋集じん経路図、建屋集じん機カタログ、処理設備集じん機能の説明資料等）を添付してください。
処理業計画書（産業廃棄物処分業用）・処分業許可申請書・変更届出書（中間処理）
(２)　水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の保管場所に関する書類

· 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理前後の保管場所が、他の廃棄物の保管場所と分けられていることを説明する資料（平面図、立面図、断面図、構造図等）を添付してください。（焼却施設など、同一の保管場所（ピット等）に他の廃棄物と併せて保管する場合は、その理由を説明する資料を添付してください。）
· 既存許可業者が、既存の保管場所の一部を変更して又は新たに追加して、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の保管場所を設ける場合は、変更前後の状況を説明する資料（平面図、立面図、断面図、構造図、及び変更前後の保管面積・保管高さ・保管容量を示す資料等）を添付してください。
· 「水銀使用製品産業廃棄物のうち電池類」を取り扱う場合は、「保管時に雨水等がかかるおそれのないこと」を説明する資料（容器の使用方法、「保管場所」の屋根形状を示す図面等）を添付してください。
· 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理前の保管量が、１日当たりの処理能力の１４日分を超えないことを説明する資料を添付してください。
· 処理前に水銀使用製品産業廃棄物の選別（機械設備を用いずに行う仕分け作業を除く）をする場合は「万が一破損しても揮発した水銀を吸収・吸着して確実に処理できる機能を有する設備」を有することを説明する資料（建屋図面、集じん機配管フロー、集じん機カタログ等）を添付してください。
処理業計画書（産業廃棄物処分業用）・処分業許可申請書・変更届出書（中間処理）
(３)　水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の梱包・保管容器に関する書類

· 処理前の水銀使用製品産業廃棄物が破損しないために用いる梱包又は容器の使用の方法を説明する資料（カタログ等）を添付してください。（容器を用いずに（ピット等により）保管する場合は、その理由及び保管時に水銀又はその化合物が飛散流出しないことを説明する資料を添付してください。）
· 「破損した水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等であって水銀又は水銀化合物が揮発するおそれのあるもの」を取り扱う場合は、密閉して保管できることを説明する資料（カタログ等）を添付してください。
· 「水銀使用製品産業廃棄物のうち電池類」を取り扱う場合は、「積込み・積下ろし時に雨水等がかかるおそれのないこと」を説明する資料（容器の使用方法、作業場所の建屋の形状を示す図面等）を添付してください。
処理業計画書（産業廃棄物処分業用）・処分業許可申請書・変更届出書（中間処理）
(４)　水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の運搬先の許可証の写し

· 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理後物及び処理により生じた残さ（排水処理汚泥、水銀吸着フィルター等）を中間処理又は最終処分する場合は、運搬先の許可証（写）を添付してください。
· 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理後物を売却する場合は、売却実績等を説明する資料（売買契約書等）を添付してください。
· 処理後物の種類に応じ運搬先が異なる場合は、全ての運搬先の許可証（写）又は売却実績等を説明する資料を添付してください。
例）ガラスくず：売却（（株）○○工業）
　　金属くず　：売却（（有）○○金属）
　　廃プラ　　：最終処分業者Ｄ（管理型）

　　汚泥　　　：最終処分業者Ｅ（管理型）

処理業計画書（産業廃棄物処分業用）・処分業許可申請書・変更届出書（中間処理）
(５)　水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の既存中間処理業者であることを示す資料（既存中間処理業者が許可証の書換えを行う場合に限る。）
· 次に示す資料のうち、一つ以上を添付してください。
1. 政省令施行日（平成２９年１０月１日）より前に、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理に関する契約を締結していたことを説明する資料。（契約日が記載された契約書の写し、日付が記載された個別請書の写し等）
2. 政省令施行日（平成２９年１０月１日）より前に、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処理を行っていたことを説明する資料。（処理の日付が記載されたマニフェストＣ１票の写し等）
3. 上記1.又は2.の資料を提示できない場合はその理由と併せて既存中間処理業者であることを示す合理的な理由を説明した資料。
· 水銀含有ばいじん等については、水銀含有量が15mg/kg（廃酸・廃アルカリの場合は15mg/L）を超えるものを取り扱っていたことを示す資料（日付が記載された分析証明書の写し等）があれば添付してください。
中間処理業用








